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は じ め に

　中国経済が「新常態」に入った。経済成長のスピードが以前の２ケタ成長から７％前後に低下
しただけでなく，経済構造の調整も避けられなくなった。成長のエンジンを固定資本投資中心か
ら切り替え，産業構造の調整と労働市場の改革も急がれている。
　「新常態」は決してネガティブな意味をもっているわけではない

1）
。「新常態」に落ち着くことに

よって，中国経済に構造改革の余裕を与えることもできる。しかし，「新常態」に甘んじて構造
改革を怠るのであれば，さらに一段の成長の減速を被ることになる。この構造改革の要の１つは
国有企業改革である。国有企業が中国経済の主なプレイヤーの１つであり，国有企業改革なしで
は経済構造の調整が実現できないのである。
　国有企業改革といえば，約20年前に国家資本の戦略的再編が提起・実施された。これが中国の
経済システム，いわゆる「社会主義市場経済」の構築の重要な一歩になった。
　国家資本再編の結果，2000年代に入って，国有企業のパフォーマンスが驚くほど改善した。国
家資本が戦略的分野において大幅に増強し，国有企業が中国経済に対する支配力の維持に成功し
た。国有企業の収益性，労働生産性，全要素生産性の向上も目覚ましい（徐 2014）。しかし，国
有企業のパフォーマンス改善に加えて，「国有企業財産権改革論争」を通じて，世論が民営化反
対の姿勢を明確に示した結果，国有企業の民営化が停滞した（徐 2011）。
　リーマンショックがこの流れを変えるきっかけになる可能性がある。世界最大の輸出国として，
中国がこの米国発の金融危機から大きなショックを受けた。その対策として，インフラ建設を中
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心とする「４兆元投資」の景気浮揚策を実施した。国有企業がこの政策の最大の担い手であった
が，すでに過剰になった生産能力がさらに拡大し，地方政府の金融プラットフォームにデフォル
トリスクが高まり，いわゆるシャドーバンキング問題が起きた。
　マクロ経済のひずみが拡大すると，国有企業の収益性と生産性が急激な低下に転じた。また，
新たに登場した習近平政権の汚職撲滅キャンペーンによって，これまで見え隠れしていた国有企
業幹部の汚職問題も国民の目に焼き付くようになった。
　国家資本再編は「社会主義市場経済」構築の重要な一環である。「社会主義市場経済」は2020
年までに完成すると，1992年の第14回党大会において江沢民総書記

2）
が公約した。中国は「新常

態」にシフトして経済環境が大きく変わったが，構造改革の中心テーマの１つとして，GDPの
35％を創出するほど大きなプレゼスをもつ国有企業の改革は引き続き大きな関心を集めている
（徐 2014）。
　その中で，2015年９月に国有企業改革方針（「指導意見」）が公布された。細則が発表されてい
ないため

3）
，「指導意見」の分析は難しい部分もあるが，朝日新聞や日本経済新聞など日本のメデ

ィアはほぼ同時に記事を掲載し，偏った記述が多いものの，関心の高さがうかがえる（阿部 2015，
小高ほか 2015，斎藤 2015，毎日新聞共同 2015）。海外でも国有企業改革は中国の経済改革にとって
非常に重要であるとみている。
　本稿は，20年前の国家資本再編の経緯，それに再編後の国有企業のパフォーマンスの変化を整
理する。また，とりわけリーマンショック後の国有企業を調べ，国家資本再編が決まった20年前
と比較して，国有企業を取り巻く環境がどう変わったのかを分析する。さらに，「指導意見」を
分析して今回の国有企業改革の性格を考察する。
　次のように議論を進めていきたい。第１節では，1990年代後半の国家資本再編が提起された背
景を説明する。第２節では，国家資本再編後の国有企業のパフォーマンスの変化を分析する。第
３節では，1990年代半ばと比べて，今の国有企業にとって改革は切羽詰まった状況に陥ったのか
を調べる。第４節では国家資本政策についての江沢民，胡錦濤，習近平政権の政策変遷を振り返
り，第５節では「指導意見」を分析し，最後に本論文をまとめる。

第１節　なぜ1990年代後半に国家資本再編が提起されたのか

　国家資本再編は1997年の中国共産党第15回党大会で正式に提起された。
　ところで，1970年代末から国有企業はすでに「放権譲利」（経営権の委譲と利益の留保）改革を実
施した。一時期では国有企業の業績が改善して生産性も上昇したが，その成果が限定的であった
（徐 2014）。とりわけ，1980年代末，経済の要因としてインフレの高揚と汚職腐敗の蔓延も作用し
て「天安門事件」が起き，その後，改革が停頓した。
　この局面を打開したのは，最高指導者鄧小平のいわゆる「南巡講話」であった。鄧小平は「計
画と市場はいずれも経済手段である」と断じたうえで，「社会主義の本質は生産力を発展し，貧
富の二極分化を解消し，国民がともに豊かになることである」とそのプラグマティックな社会主
義の青写真を描いた。
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　「南巡講話」の影響を受けて，1992年に開催された中国共産党第14回党大会において，「社会主
義市場経済」の構築が党の目標として掲げられ，市場システムの確立が党の方針になった。そし
て，翌年の共産党第14期第３次中央全体会議では，国有企業について，大企業では会社制度の導
入，小企業では民間売却などの政策，いわゆる「抓大放小」（大を掴み，小を放つ）方針が提起さ
れた。
　この中央全体会議はもう１つ重要な方針転換を示した。「公有制主導」（公有制の主体としての地
位）の解釈である。従来，「公有制主導」は，社会経済制度における公有制を基礎とする経済関
係であり，それがフルセット型の経済システムにおいて実現しなければならなかったと考えられ
ていた。しかし，共産党第14期第３次中央全体会議は，すべての産業にわたっての公有制支配の
必要性を否定した。「公有制主導とは，（中略）国有経済が国民経済の命脈をコントロールし，経
済発展を主導することである」と規定したのである。これは「命脈部門」に対する国家資本の支
配を強化すると同時に，それ以外の部門に対する民間資本の大規模な進出を容認したのである。
　このように「社会主義市場経済」への道程が始まった。国有小企業の民営化と「公有制主導」
の解釈は，民間資本の進出を促した。当然の結果ではあるが，国有企業は民間企業との市場競争
にさらされ，市場シェアが低下した。
　1995年に鉱工業センサスが実施されたが，そのデータをもちいて，1990年代半ばにおける国有
企業の状況を見よう（表１）。なお，この表は郷以上独立採算制の国有鉱工業企業の集計である。
　1995年末の時点において，鉱工業の国有企業は約11万社があった。株主資本が1,000億元を超
えた産業は原油・天然ガス，その他の化学工業，鉄鋼，重要装備と電力だけであり，国家資本は
ある程度分散されていた。
　国有企業の収益性はきわめて低かった。株主資本の収益性を示す ROE（株主資本利益率）と総
資産の収益力を計測する ROA（総資産利益率）を見ると，ほとんどの産業の収益力が非常に弱く，
利潤を見ると，ほとんどの産業が赤字か薄利であった。そして，ほとんどの産業では，資産負債
率が表したように，国有企業の債務負担が非常に重い。
　国有企業の経営状況は，1997年に起きたアジア金融危機と相まって，その後も悪化した。財政
部の予算内国有企業統計によれば，1998年では国有企業の利潤合計はマイナスになり，正に危機
的な状況に陥った（徐 2014）。
　しかし，冷静に考えてみると，国有企業が総崩れして，まったく助けられないわけではない。
表１をもう少し丁寧に見ると，産業によっては国有企業の経営状況が大きく異なっている。独占
の利益を享受したとはいえ，原油・天然ガス，たばこ，石油精製，石化，非鉄金属など，国有企
業の収益性が比較的に良好な産業もあった。また，赤字比が100％に近いあるいはそれ以上の
「危機的」な産業，つまり，赤字企業の損失が黒字企業の利益とほぼ同等かそれ以上の産業を見
ても，紡織とガスを除くと，赤字企業は国有企業の３割前後しか占めていないことがわかる。こ
れらの産業における国有企業の経営難は，一部の赤字企業によって膨らんで見えたのである。
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第２節　再編後国有企業のパフォーマンスがどう変わったのか

　1997年，中国共産党第15回党大会が開催された。党大会が開かれる前に「公有制主導」につい
て論争が展開されたが，党大会の政治報告では，江沢民総書記が「公有制主導」について，さら
に一歩進んで解釈を行った。「公有制主導を堅持し，国家が国民経済の命脈をコントロールし，
国有経済の支配力と競争力が増強する前提のもとで，国有経済の比重が少し低下しても，わが国
の社会主義の性質に影響しない」と， 国家資本のシェア縮小を条件つきで正式に容認した。
　さらに，会社制度導入に関して，「会社制度は，公的資本支配であれば，公的所有が明確であ
る」と，資本支配さえ維持できれば，民間資本の導入，すなわち混合所有化は「公有制主導」の
強化にとって有利であると説明した。
　江沢民総書記の政治報告では，国有企業改革の具体策として，大企業の会社化を導入して「抓
大放小」を行い，「戦略的改組」を実施して国家資本を戦略的分野に再編する，いわゆる国家資
本の戦略的再編が示された。これは，中国の「社会主義市場経済」のロードマップのもっとも重
要な１ページともいえよう

4）
。

　国家資本を競争的分野から撤退し，戦略的分野へ集約・強化する方針であるが，戦略的分野の
範囲は必ずしも明確ではなかった。1999年の共産党第15期第４次中央全体会議，2001年の「第10
次５カ年計画鉱工業構造調整規画綱要」などは手がかりになるが，抽象的な記述が多い。その中
で，主に鉱工業，建設業，電信業，輸送業に限定した分類とはいえ，産業を明確に示した国家国
有資産監督管理委員会（国資委

5）
）の発表は，戦略的分野を理解する上できわめて重要である。

　これは，2006年，国資委主任李栄融の記者会見での発言が示したものであった。もちろん国資
委管理下の中央企業についての説明である。それによれば，戦略的分野は，国家安全と国民経済
命脈に関する重要分野（軍事工業，送電・発電，石油・石油化学，電気通信，石炭，航空運輸，水運）と
基礎・支柱産業分野（装備，自動車，電子情報，土木工事業，鉄鋼，非鉄金属，化学工業，探査設計，科
学技術）のことである。前者のほうが後者よりも重要視されている。後者の前６産業は，その国
有企業を中核企業とリーディングカンパニーに育てると李主任が意気込みを見せたように，基
礎・支柱産業分野の中での重視順位が高い。
　国資委以外の政府機関管轄下に置かれ，国家資本の支配が極めて強い重要な金融機関，鉄道，
郵便，たばこ製品製造・販売，出版・文化サービス，ガス・水道事業，都市内旅客運送，水利・
環境・公共施設管理，教育・衛生・社会事業なども戦略的分野であろう。「社会主義」中国では
経済管理だけではなく，言論統制なども「戦略的」に重要である。
　本稿は徐（2014）にしたがって鉱工業を戦略的分野に合わせて分類した。26鉱工業産業の中，
石炭，石油・天然ガス，石油精製，石化と電力は国家安全と国民経済命脈に関する重要分野の産
業に分類され，鉄鋼，非鉄金属，自動車，重要装備と電子情報機器は基礎・支柱産業分野の前６
産業に含まれており，その他の化学工業，金属鉱，非鉄金属鉱とその他の装備は基礎・支柱産業
分野のその他の産業あるいは関連産業である。たばこも重要視されている。
　「戦略的改組」が1998年から断行された。2003年に国資委の設立を皮切りに，国有企業におけ
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る出資者の職責が国資委や地方政府に授権され，国有資産の出資者権限が集約された。また，会
社化が促進され，国有企業が国内外の資本市場から莫大な資金を調達して，財務体質を一新した。
さらに，国有企業から多くの事業内容と関連しない副業，そして学校，病院などの生活福祉サー
ビス事業も切り離した。土地使用権を活用して赤字企業の閉鎖破産処理も進められた。財政部の
公表データによれば，1998年から2006年までの間，国有企業の数が半分に減少したが，株主資本
は約２倍に増え，利潤も57倍に拡大した（『中国財政年鑑』各年版より計算）。
　鉱工業国有企業にはどのような変化が生じたのか。本稿は2006年の鉱工業企業に的を当てて分
析する。2007年にサブプライムローン問題が浮上して世界経済を揺るがし，2008年にリーマンシ
ョックが起きた。それに2006年はすべての国有企業のデータが取れる最後の年でもあったので，
2006年のデータを利用した。
　表２は2006年の鉱工業における国有企業の財務状況を産業別にまとめたものである。表１
（1995年）と比較するため，郷以上の企業のみ抽出した。なお，2006年末，郷よりも管轄行政レベ
ルが低い国有企業は，国有鉱工業企業全体の約１割あり，その株主資本と従業員数はともに国有
企業全体の約５％しか占めていない。
　表１と比べて見ると，国有企業は９万社ほど減少し，従業員も2,000万人以上減少した。国有
企業のリストラが急激に進んだ。従業員数の縮小幅を見ると，特に食料品，窯業・土石製品，衣
服・革製品，その他の化学工業，プラスチック・ゴム製品，石油精製，その他の装備，電子情報
機器，非金属鉱では，７割以上の従業員が削減され，リストラが戦略的分野，競争的分野を問わ
ず大規模に実施されていた。しかし，この間，国有企業の従業員規模が拡大した産業も存在する。
石炭，原油・天然ガス，電力といったエネルギー産業が中心である。
　とはいえ，国有企業の株主資本が約3.8兆元増えて，３倍を超えるように拡大した。電力，原
油・天然ガス，鉄鋼，自動車，石炭，たばこ，その他の化学工業，石油精製，石化，非鉄金属，
電子情報機器，水道，金属鉱，ガスの国有企業の資本は倍以上増大し，最初の６産業だけに資本
の増分の約3/4も集中した。対照的になっているのは，衣服・革製品，紡織，非金属鉱での資本
縮小である。戦略的分野に資本の投入が集中したことは一目瞭然である。
　資本投入の結果，国有企業の資産負債率が10％ポイントほど改善し，国有企業の債務負担が軽
減した。産業別で見ても，大半の産業では資産負債率が大きく低下して，この指標が大幅に悪化
した産業はわずかであった。また，雇用が削減されると同時に固定資本投資が拡大した結果，ほ
とんどの産業では国有企業の労働装備率が上昇した。
　国有企業の業績も劇的に向上した。売上高は３倍も超え，利潤は10倍にもなった。鉱工業の
ROEと ROAもそれぞれ2.5％から11.6％に，4.0％から6.8％に大幅に上昇した。なお，利益率
がきわめて高い原油・天然ガスを除いて見ても，ROEと ROAがそれぞれ2.2％から6.5％に，
3.8％から4.4％に改善した。
　しかし，鉱工業の約7,000億元の利潤増の中，原油・天然ガスだけが約半分を占めており，そ
れに電力を加えると利益増の約 2/3，さらに鉄鋼を加えるとその約 3/4 を占める計算になる。石
炭，たばこ，非鉄金属，自動車も鉱工業利潤の増加に対して約４～５％寄与したで，これらの産
業をすべて含めると，実に鉱工業の利潤増加の９割以上に貢献した。国有企業の利益拡大はほと
んど戦略的分野の利益拡大によるものである。
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表
２
　
鉱
工
業
産
業
別
の
国
有
企
業
（
20
06
年
）

鉱
工
業
産
業

企
業
数

（
社
）

従
業
員
数

（
万
人
）

株
主
資
本

（
億
元
）

売
上
高

（
億
元
）

利
潤

（
億
元
）
赤
字
企
業
比
率

（
％
）

赤
字
比

（
％
）

RO
E

（
％
）

RO
A

（
％
）

労
働
装
備
率

（
万
元
／
人
）
資
産
負
債
率

（
％
）

90
1
石
　
炭

85
1

32
8

3,
27
0

4,
78
9

35
1

22
.2

4.
7

7.
5

5.
1

10
.4

61
.7

90
2
原
油
・
天
然
ガ
ス

76
91

4,
86
4

7,
36
5

3,
43
4

7.
9

0.
2

64
.9

44
.8

51
.9

37
.3

90
3
金
属
鉱

39
0

29
73
3

94
6

18
3

15
.9

0.
9

19
.3

14
.2

10
.6

46
.2

90
4
非
金
属
鉱

25
8

13
12
7

19
7

15
26
.0

10
.2

9.
5

5.
5

9.
8

59
.9

90
5
食
料
品

1,
89
0

57
1,
21
5

2,
38
3

16
0

29
.1

9.
4

9.
6

7.
0

14
.8

53
.8

90
6
た
ば
こ

13
7

18
2,
41
5

3,
14
7

46
3

5.
1

0.
2

13
.4

13
.0

35
.9

30
.7

90
7
紡
　
織

67
9

60
38
9

85
5

3
40
.8

86
.5

－
0.
3

1.
3

7.
5

67
.0

90
8
衣
服
・
革
製
品

23
0

9
49

10
4

4
28
.7

21
.0

7.
2

2.
9

4.
3

65
.8

90
9
製
材
・
家
具

28
9

10
11
9

24
2

7
37
.0

40
.9

4.
7

2.
5

14
.1

65
.8

91
0
製
紙
・
印
刷

1,
16
6

27
54
1

79
8

33
40
.5

30
.3

4.
3

3.
8

23
.8

60
.6

91
1
石
油
精
製

19
2

35
2,
14
3

10
,2
62

－
43
9

37
.5

52
3.
0

－
21
.3

－
7.
7

55
.6

51
.8

91
2
石
　
化

27
7

41
1,
84
9

3,
64
1

10
0

29
.6

44
.8

3.
8

4.
7

46
.6

49
.9

91
3
そ
の
他
の
化
学
工
業

1,
62
7

10
5

2,
58
5

3,
67
5

22
0

29
.7

15
.1

6.
8

4.
3

21
.2

56
.5

91
4
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ゴ
ム
製
品

43
7

17
22
1

61
4

－
10

37
.8

16
4.
4

－
5.
6

1.
6

14
.4

71
.2

91
5
窯
業
・
土
石
製
品

1,
41
4

52
1,
04
6

1,
14
2

26
35
.1

57
.1

1.
8

1.
7

18
.2

57
.7

91
6
鉄
　
鋼

31
6

12
8

5,
30
5

10
,9
65

72
3

27
.2

2.
1

10
.3

6.
2

40
.3

58
.1

91
7
非
鉄
金
属

38
0

53
1,
39
0

4,
18
3

41
7

21
.6

3.
2

23
.6

12
.2

26
.1

64
.6

91
8
金
属
製
品

52
9

32
40
9

88
7

29
30
.4

16
.7

5.
7

2.
5

11
.6

64
.8

91
9
自
動
車

59
6

70
3,
00
8

6,
77
5

30
8

30
.9

8.
2

8.
7

3.
9

20
.8

54
.2

92
0
電
子
情
報
機
器

64
4

40
1,
14
2

2,
30
0

19
28
.7

77
.2

0.
7

1.
5

13
.9

58
.5

92
1
重
要
装
備

1,
76
6

14
2

2,
14
9

5,
55
9

28
3

28
.4

9.
7

11
.0

3.
5

10
.9

73
.5

92
2
そ
の
他
の
装
備

1,
98
9

80
1,
13
2

2,
77
3

10
5

33
.6

18
.7

7.
4

3.
4

9.
5

65
.9

92
3
そ
の
他
の
製
品

28
2

11
16
1

34
9

25
30
.5

12
.6

12
.4

5.
0

12
.7

68
.3

92
4
電
　
力

3,
66
0

22
0

17
,4
02

19
,4
15

1,
39
7

29
.8

6.
2

6.
5

4.
2

99
.8

56
.0

92
5
ガ
　
ス

20
1

10
47
3

44
9

4
40
.8

78
.8

0.
1

－
0.
7

45
.4

51
.2

92
6
水
　
道

1,
89
7

39
1,
20
0

42
8

－
7

54
.4

13
5.
8

－
0.
9

0.
1

34
.3

48
.7

鉱
工
業
全
体

22
,1
73

1,
71
8

55
,3
36

94
,2
45

7,
85
4

32
.7

12
.5

11
.6

6.
8

31
.3

56
.2

注
：
１
）
従
業
員
数
は
年
間
平
均
人
数
ベ
ー
ス
，
売
上
高
は
主
営
業
務
収
入
ベ
ー
ス
の
集
計
で
あ
る
。

　
　
２
）
赤
字
比
＝
赤
字
企
業
の
赤
字
額
／
黒
字
企
業
の
黒
字
額
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
E＝
（
利
潤
－
企
業
所
得
税
）／
株
主
資
本
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
A
＝（
営
業
利
潤
＋
財
務
費
用
）／
資
産
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
労
働
装
備
率
＝
固
定
資
産
純
額
／
従
業
員
数（
万
元
／
人
）。

　
　
　
　
資
産
負
債
率
＝
負
債
／
資
産
×
10
0（
％
）。

出
所
：
 20
06
年
鉱
工
業
個
票
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
作
成
。
郷
以
上
国
有
企
業
の
集
計
で
あ
る
。
産
業
分
類
は
徐
（
20
14
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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　産業別に国有企業の収益性を計算した。ROEの改善が目立つ。石油精製の ROEが大幅なマ
イナスに転落したが，そのほかの大半の産業では ROEが大きく上昇した

6）
。このように，国有企

業の資本収益力が大きく増強した。しかし，ROAに目を転じると，半数以上の産業では改善が
見られたが，ROEほど目立たない。つまり，国有企業の資産の収益力は伸びているものの，ま
だ改善する余地があるであろう。

第３節　リーマンショック後の国有企業

　2008年，リーマンショックが世界を震撼させた。中国も例外ではない。GDPが１桁成長に転
落し，国有企業の収益が急速に悪化した。その後，周知のように，中国政府は大規模な財政政策
を実施した。国有企業は財政出動から多大な恩恵を受けた。しかし，GDP伸び率は2010年に２
ケタ台に戻ってはいたが，翌年再び9.5％に低下して，その後７％成長の「新常態」に入った。
　この時期では，20年前と異なって，「国進民退」が盛んに言われるように，国有企業の膨張が
注目されるようになった。Fortune誌が毎年発表してきた Global500 を見ると，ランクインした
中国本土の企業は1995年では２社であったが，2000年に11社，2006年に22社，そして2013年には
92社に急増した。2013年の92社の中では国有企業は82社も数える。中国石油化学，中国石油，国
家電網，中国工商銀行，中国建設銀行，中国建築，中国移動通信など中央企業が名をつねる。ち
なみに，国有企業の膨張は事実であろうが，同時に民間資本の退出を意味する「国進民退」は実
証されたものではない。むしろ「国進民進」のほうが実態である（徐 2014）。
　それでは，リーマンショック前後の国有企業にどのような変化が生じたのか。20年前に国有企
業の業績が極端に悪化したのと同様に，思い切った改革を推し進めるための環境が整えたのか。
2006年と2013年の国有鉱工業企業のパフォーマンスを比較してみよう。
　可能であればすべての国有企業を網羅して比較したいが，残念なことに，2007年から国有鉱工
業企業統計が統計の対象を規模以上の企業に限定した。規模以上の企業とは売上高が一定の水準
以上の企業のことであり，その水準は2011年からはさらに500万元以上から2,000万元以上に引き
上げられた。
　このように，2006年と2013年の国有企業を比較するならば，売上高2,000万元以上の企業に限
定せざるをえない。2006年の国有鉱工業企業（郷よりも低い行政レベルの企業も含む）を見ると，売
上高2,000万元以上の企業は55％だけであったが，従業員数，株主資本と売上高のそれぞれ93％，
98％と99％を占めた。また，2013年のデータについては，個票データがまだ入手できないので，
国家統計局の『中国工業統計年鑑』2014年版の集計データをもちいる。そのため，表２のように
郷以上の企業だけを抽出することができない。したがって，本稿は2006年と2013年のすべての行
政レベル管轄の売上高2,000万元以上の国有鉱工業企業を比較する。表３と表４はそれぞれの年
次をまとめた結果である。
　2006年に比べて，2013年に国有企業の企業数が４割弱増加し，従業員数も約１割増えた。これ
は売上高2,000万元以上の鉱工業企業の集計結果ではあるが，財政部の国有企業統計を見ても，
企業数と従業員数はともに2009年に底を打って上昇に転じたのである。しかし，このように鉱工
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表
３
　
鉱
工
業
産
業
別
の
国
有
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（
売
上
高
2,
00
0万
元
以
上
；
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年
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鉱
工
業
産
業

企
業
数

（
社
）

従
業
員
数

（
万
人
）

株
主
資
本

（
億
元
）

売
上
高

（
億
元
）

利
潤

（
億
元
）
赤
字
企
業
比
率

（
％
）

赤
字
比

（
％
）

RO
E

（
％
）

RO
A

（
％
）

労
働
装
備
率

（
万
元
／
人
）
資
産
負
債
率

（
％
）

90
1
石
　
炭

58
0

32
9

3,
37
0

5,
01
7

39
7

18
.1

3.
8

8.
3

5.
5

10
.7

61
.9

90
2
原
油
・
天
然
ガ
ス

74
91

4,
96
9

7,
60
7

3,
58
6

8.
1

0.
2

66
.5

45
.9

53
.0

37
.0

90
3
金
属
鉱

28
2

28
74
0

96
6

19
2

11
.0

0.
7

19
.9

14
.7

10
.8

46
.1

90
4
非
金
属
鉱

12
5

11
12
3

19
7

16
9.
6

6.
4

10
.4

6.
1

10
.9

59
.2

90
5
食
料
品

99
1

54
1,
25
8

2,
62
4

16
9

20
.0

7.
9

9.
9

7.
4

15
.8

53
.0

90
6
た
ば
こ

11
9

18
2,
41
9

3,
15
3

46
4

4.
2

0.
2

13
.4

13
.0

36
.4

30
.8

90
7
紡
　
織

44
5

59
42
8

91
5

10
34
.8

61
.6

1.
1

1.
9

7.
5

63
.4

90
8
衣
服
・
革
製
品

13
3

9
44

11
3

4
15
.8

10
.4

8.
7

3.
8

3.
5

65
.7

90
9
製
材
・
家
具

13
4

9
11
3

24
9

9
31
.3

30
.2

6.
3

3.
3

15
.5

64
.7

91
0
製
紙
・
印
刷

40
7

23
56
2

82
7

40
25
.8

22
.3

5.
3

4.
5

27
.6

58
.2

91
1
石
油
精
製

18
6

36
2,
34
8

11
,3
58

－
41
7

35
.5

42
4.
9

－
18
.8

－
6.
4

57
.3

51
.1

91
2
石
　
化

24
4

42
2,
00
6

3,
92
2

13
2

24
.2

37
.9

5.
0

5.
4

51
.0

49
.6

91
3
そ
の
他
の
化
学
工
業

1,
21
8

10
5

2,
66
4

3,
86
6

24
2

21
.6

12
.4

7.
3

4.
7

21
.5

55
.9

91
4
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ゴ
ム
製
品

25
5

17
28
0

69
2

－
4

22
.4

11
9.
5

－
2.
7

2.
3

15
.8

66
.5

91
5
窯
業
・
土
石
製
品

84
4

47
1,
13
4

1,
29
4

46
28
.6

40
.4

3.
1

2.
3

22
.4

56
.9

91
6
鉄
　
鋼

27
6

13
3

5,
49
2

11
,6
52

75
0

22
.8

2.
1

10
.3

6.
2

40
.6

58
.5

91
7
非
鉄
金
属

34
8

54
1,
46
9

4,
44
3

45
5

14
.7

2.
4

24
.3

12
.7

26
.7

64
.0

91
8
金
属
製
品

33
2

31
42
6

95
6

32
19
.6

13
.5

6.
2

2.
9

12
.0

63
.8

91
9
自
動
車

51
7

74
3,
30
4

7,
78
1

37
6

23
.2

8.
7

9.
7

4.
4

22
.1

54
.2

92
0
電
子
情
報
機
器

51
1

43
1,
25
1

2,
58
0

33
18
.6

65
.4

1.
7

1.
8

14
.5

58
.0

92
1
重
要
装
備

1,
16
5

14
0

2,
26
9

5,
78
5

30
7

17
.1

7.
6

11
.4

3.
7

11
.2

72
.7

92
2
そ
の
他
の
装
備

1,
12
4

76
1,
26
1

3,
09
4

13
3

17
.6

11
.4

8.
6

4.
2

10
.0

63
.1

92
3
そ
の
他
の
製
品

14
8

10
16
2

35
6

25
14
.2

10
.9

12
.6

5.
2

13
.6

67
.7

92
4
電
　
力

2,
58
3

21
0

17
,7
24

20
,0
81

1,
47
4

21
.0

5.
6

6.
7

4.
4

10
4.
1

55
.2

92
5
ガ
　
ス

16
1

10
48
8

51
3

7
38
.5

69
.6

0.
5

－
0.
3

48
.7

51
.9

92
6
水
　
道

34
1

22
1,
12
6

37
7

3
38
.4

84
.9

－
0.
1

0.
4

52
.4

45
.5

鉱
工
業
全
体

13
,5
43

1,
68
1

57
,4
30

10
0,
41
9

8,
48
0

21
.5

11
.3

12
.2

7.
2

32
.6

55
.6

注
：
１
）
従
業
員
数
は
年
間
平
均
人
数
ベ
ー
ス
，
売
上
高
は
主
営
業
務
収
入
ベ
ー
ス
の
集
計
で
あ
る
。

　
　
２
）
赤
字
比
＝
赤
字
企
業
の
赤
字
額
／
黒
字
企
業
の
黒
字
額
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
E＝
（
利
潤
－
企
業
所
得
税
）／
株
主
資
本
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
A
＝（
営
業
利
潤
＋
財
務
費
用
）／
資
産
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
労
働
装
備
率
＝
固
定
資
産
純
額
／
従
業
員
数（
万
元
／
人
）。

　
　
　
　
資
産
負
債
率
＝
負
債
／
資
産
×
10
0（
％
）。

出
所
：
 20
06
年
鉱
工
業
個
票
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
作
成
。
売
上
高
2,
00
0万
元
以
上
の
国
有
企
業
の
集
計
で
あ
る
。
産
業
分
類
は
徐
（
20
14
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（　　）

表
４
　
鉱
工
業
産
業
別
の
国
有
企
業
（
売
上
高
2,
00
0万
元
以
上
；
20
13
年
）

鉱
工
業
産
業

企
業
数

（
社
）

従
業
員
数

（
万
人
）

株
主
資
本

（
億
元
）

売
上
高

（
億
元
）

利
潤

（
億
元
）
赤
字
企
業
比
率

（
％
）

赤
字
比

（
％
）

RO
E

（
％
）

RO
A

（
％
）

労
働
装
備
率

（
万
元
／
人
）
資
産
負
債
率

（
％
）

90
1
石
　
炭

1,
03
2

36
9

11
,9
84

19
,1
93

1,
30
7

n.
 a.

18
.3

8.
1

5.
2

29
.0

65
.2

90
2
原
油
・
天
然
ガ
ス

12
6

10
5

10
,8
61

11
,8
75

3,
28
6

n.
 a.

4.
3

28
.2

16
.8

10
9.
2

46
.3

90
3
金
属
鉱

43
8

35
2,
78
1

3,
53
7

31
5

n.
 a.

5.
2

9.
2

5.
9

45
.4

56
.9

90
4
非
金
属
鉱

19
9

9
46
3

52
1

48
n.
 a.

7.
6

8.
9

5.
5

30
.5

53
.1

90
5
食
料
品

1,
20
6

60
3,
19
8

7,
12
6

69
6

n.
 a.

5.
6

17
.3

10
.7

24
.6

52
.2

90
6
た
ば
こ

10
5

19
5,
91
2

8,
24
5

1,
20
7

n.
 a.

0.
0

15
.4

15
.2

49
.7

25
.2

90
7
紡
　
織

26
1

20
40
6

91
6

13
n.
 a.

58
.0

2.
2

1.
2

18
.4

62
.6

90
8
衣
服
・
革
製
品

17
2

10
12
1

27
4

16
n.
 a.

7.
6

11
.8

5.
1

5.
5

54
.0

90
9
製
材
・
家
具

14
8

7
11
1

32
8

26
n.
 a.

10
.3

20
.7

8.
2

15
.2

66
.7

91
0
製
紙
・
印
刷

43
0

20
96
9

1,
24
1

76
n.
 a.

20
.3

6.
1

4.
0

42
.4

57
.9

91
1
石
油
精
製

22
0

44
4,
83
7

27
,7
70

90
n.
 a.

81
.6

0.
4

2.
2

12
1.
0

61
.1

91
2
石
　
化

33
4

35
2,
64
3

6,
15
2

0
n.
 a.

99
.8

－
1.
3

1.
8

10
8.
4

64
.1

91
3
そ
の
他
の
化
学
工
業

1,
30
0

99
5,
39
3

9,
67
5

44
6

n.
 a.

31
.4

6.
7

4.
3

51
.6

61
.3

91
4
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ゴ
ム
製
品

28
9

16
57
4

1,
29
1

54
n.
 a.

14
.3

7.
7

4.
8

23
.7

61
.0

91
5
窯
業
・
土
石
製
品

1,
46
9

51
2,
87
9

4,
82
8

36
8

n.
 a.

13
.8

10
.2

5.
7

64
.6

63
.0

91
6
鉄
　
鋼

32
7

13
7

9,
75
1

24
,5
60

30
n.
 a.

89
.0

－
0.
1

1.
3

84
.9

69
.7

91
7
非
鉄
金
属

51
2

68
4,
34
0

15
,7
17

21
3

n.
 a.

48
.9

3.
9

3.
0

62
.8

67
.8

91
8
金
属
製
品

39
8

22
86
6

1,
82
0

73
n.
 a.

14
.6

7.
0

5.
8

23
.9

61
.4

91
9
自
動
車

68
8

11
7

9,
35
5

25
,7
90

2,
46
4

n.
 a.

4.
0

21
.8

10
.9

35
.4

58
.1

92
0
電
子
情
報
機
器

61
3

65
3,
55
4

6,
64
5

38
9

n.
 a.

10
.1

9.
6

3.
8

29
.6

59
.7

92
1
重
要
装
備

1,
62
5

17
2

9,
33
7

16
,4
78

64
2

n.
 a.

31
.4

5.
6

2.
6

28
.0

67
.0

92
2
そ
の
他
の
装
備

1,
32
4

82
3,
27
5

6,
99
7

42
7

n.
 a.

9.
3

11
.3

5.
4

17
.7

62
.3

92
3
そ
の
他
の
製
品

24
3

19
74
1

1,
47
5

53
n.
 a.

22
.5

5.
7

2.
2

31
.5

67
.1

92
4
電
　
力

3,
90
8

26
4

30
,5
16

52
,1
70

3,
48
0

n.
 a.

8.
5

9.
6

5.
6

21
1.
2

66
.1

92
5
ガ
　
ス

32
3

12
1,
08
5

1,
92
7

15
7

n.
 a.

10
.6

11
.3

6.
2

93
.1

58
.5

92
6
水
　
道

75
0

31
2,
39
4

95
5

33
n.
 a.

58
.2

0.
8

1.
0

79
.9

57
.0

鉱
工
業
全
体

18
,4
40

1,
88
7

12
8,
34
6

25
7,
50
2

15
,9
08

n.
 a.

14
.9

10
.3

5.
7

71
.3

62
.3

注
：
１
）
従
業
員
数
は
年
間
平
均
人
数
ベ
ー
ス
，
売
上
高
は
主
営
業
務
収
入
ベ
ー
ス
の
集
計
で
あ
る
。

　
　
２
）
赤
字
比
＝
赤
字
企
業
の
赤
字
額
／
黒
字
企
業
の
黒
字
額
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
E＝
（
利
潤
－
企
業
所
得
税
）／
株
主
資
本
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
RO
A
＝（
営
業
利
潤
＋
財
務
費
用
）／
資
産
×
10
0（
％
）。

　
　
　
　
労
働
装
備
率
＝
固
定
資
産
純
額
／
従
業
員
数（
万
元
／
人
）。

　
　
　
　
資
産
負
債
率
＝
負
債
／
資
産
×
10
0（
％
）。

　
　
３
）
n.
 a
.は
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
す
。

出
所
：『
中
国
工
業
統
計
年
鑑
』
20
14
年
版
よ
り
作
成
。
産
業
分
類
は
徐
（
20
14
）
を
参
照
し
た
。
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業雇用が増えている中，紡織など競争的分野を中心に雇用の調整が続いている。
　株主資本は７兆元ほど増加して，2006年の倍を超えた。ほとんどの産業では労働装備率も上昇
して，資本の集約度がさらに高まった。その一方，1995―2006年と比べて，紡織では国有企業は
引き続き資本が縮小し，製材・家具も国有企業の資本縮小産業に加わった一方，26産業中，20産
業では国有企業の株主資本が倍以上に増加した。その中には，衣服・革製品のような競争的分野
も含まれる。競争的分野においても国家資本が増強されたことが，「国進民退」批判の一因であ
ろう。とはいえ，電力，石炭，重要装備，自動車，原油・天然ガスと鉄鋼は資本増に対する寄与
がもっとも大きい。この６産業だけで国有鉱工業企業の資本増加の約６割を占めており，集中度
合が低下したものの，戦略的分野に資本を集中的に投入する政策が変質したわけではない。
　国有企業の利潤も約９割伸びた。電力と自動車がそれぞれ利潤増の約３割に寄与しており，そ
のほかに石炭とたばこがともに１割ぐらいの利潤増に貢献している。戦略的分野は依然として国
有企業の利益源である。
　ROEと ROAは低下したように見えたが，異常に高かった石油・天然ガスの利益率低下の影
響が大きい。石油・天然ガスを除いて見ると，ROEと ROAはそれぞれ逆に7.0％から8.6％に，
4.7％から5.0％に上昇した。産業別に見ても，半数以上の産業の ROEと ROAが上昇した。
　しかし，重要な戦略的分野の原油・天然ガス，石化と鉄鋼の利潤が縮小した。また，各産業の
収益力に対する赤字企業の影響力を示す赤字比を見ると，石化はほぼ100％になっており，鉄鋼
は約９割に上昇し，石油精製の赤字比は低下してはいたが，まだ８割を超えている。一部の戦略
的分野では国有企業が苦戦していることがわかる。
　資産負債率の上昇は国有企業の財務状況の悪化を示唆している。産業別に見ると，半数以上の
産業では国有企業の資産負債率が上昇し，石化は14％ポイント，原油・天然ガス，金属鉱，石油
精製，鉄鋼，電力と水道は10％ポイント程度上昇した。資産負債率が低下した戦略的分野の産業
がほとんど存在しない。
　このように，2013年と2006年を比べて，国有鉱工業企業，とりわけ戦略的分野の国有鉱工業企
業では資本がさらに増強された。しかし，戦略的分野では国有企業の債務負担が重くなり，いく
つかの重要視されてきた戦略的分野では利潤の縮小と赤字比の拡大が見られる。
　しかし，資本増強の必要性が高まったとはいえ，現段階では国有企業がすでに1990年代後半の
ように危機的な状況に直面したとは，決して言えない。集計対象が異なるので厳密ではないが，
表１と比べれば，利益率にせよ，資産負債率にせよ，赤字比にせよ，ほとんどの産業では現段階
の国有企業は当時とは比べられないほど財務状況が優れていることがわかる。

第４節　膨らむ国家資本再々編への期待

　このような状況のもとで，中国政府は国家資本に改めて改革のメスを入れるのか。
　振り返ると，中国共産党第14回党大会では「社会主義市場経済」を提起し，第15回党大会では
「公有制主導」を再度拡大解釈して国家資本の戦略的再編に号令をかけた。いずれも江沢民総書
記の時代であった。

（　　）

252 立命館経済学（第64巻　第６号）

1098



立命館経済学 64巻６号―再校　Ａ

　江沢民が胡錦濤に総書記のポストをバトンタッチする2002年の第16回党大会で行う政治報告の
中，「２つのいささかも動揺せず」を打ち出した。「いささかも動揺せずに公有制経済を固めて発
展し，いささかも動揺せずに非公有制経済の発展を奨励・支持・誘導する」といった方針である。
国家資本再編がある程度成果を収めたこの時点から，所有制改革についてのいっそう踏み込んだ
政策が途絶えた。
　翌年の中国共産党第16期第３次中央全体会議では，「社会主義市場経済システムの改善に関す
る若干問題の決定」を可決したが，国有企業改革に関する政策は従来の方針の踏襲にすぎなかっ
た。そして2007年の第17回党大会では「２つのいささかも動揺せず」方針が再度示された。この
方針は2012年に習近平にトップの座を渡す第18回党大会における胡錦濤の政治報告にも書き込ま
れた。
　2000年代半ばから確かに民間資本への市場開放の機運が高まった。国務院が，2005年と2010年
に「自営業，私営企業など非公有制経済発展の激励，支持と誘導に関する若干意見」と「民間投
資の健康的発展の激励と誘導に関する若干意見」をそれぞれ発布し，民間資本が参入可能な戦略
的分野を示した。
　しかし，皮肉なことに，「国進民退」の批判もこの時期になって高まった。なお，日本で出版
された書物や新聞でも「国進民退」をまるで定説のように扱っているが，公平性を保つため，
「国進民退」論を助長する個別の事例はあったが，企業統計から判断すると民間資本の参入は，
多大な困難をともないながらも，たとえ戦略的分野であっても加速してきたことも記しておこう
（徐 2014）。売上高2,000万元以上の鉱工業企業を集計して見ると，2006年に比べて2013年に株主
資本に占める国有企業の比率が49.8％から35.6％に低下し，産業別に見ても国有企業の株主資本
シェアが上昇したのは，電子情報機器（15.9％から16.1％に），その他の製品（13.3％から17.8％に）

と水道（81.0％から89.5％に）だけであった（2006年鉱工業個票データベースと『中国工業統計年鑑』
2014年版より計算）。
　もちろん，国有企業改革の停滞は事実である。前記の2012年の胡錦濤政治報告を見ると，「２
つのいささかも動揺せず」を除くと，国有企業改革についての記述はなかった。1998年以後の国
有企業改革にはアジア金融危機といった外部要因も働いたことから，リーマンショック後経済成
長が減速気味の中で誕生した習近平政権では改革が進むのか，関心が集まった。
　2013年11月に開催された中国共産党第18期第３次中央全体会議は「改革の全面深化に関する若
干重大問題の決定」を発布して，新たに改革の方針を発表し，2020年までに決定的成果を獲得す
ることも約束した。
　この「決定」は「２つのいささかも動揺せず」方針を改めて示したが，市場化改革に関して，
多くの具体的な政策を提起した。主に，①民間の資本参加による混合所有を促進する。②国家資
本の税引き後利潤上納率を30％に引き上げる。③国有企業の機能を正確に定めて公共サービスへ
の寄与を拡大する。引き続き国家資本が支配する自然独占分野では政府と企業の分離，特許経営
（政府が特定の企業などに経営の許可を与えること），ネットワーク型施設と施設を利用する事業の分
離，競争的業務の自由化などを進めて，行政的独占を排除する。④水道，石油，天然ガス，電力，
輸送，電気通信などの価格改革を推進し，政府の価格決定範囲を主に重要な公共事業，公益サー
ビス，ネットワーク型自然独占分野に限定する。⑤各種の見えない参入障壁を撤廃し，民間企業
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の特許経営分野参入の具体案を作成する。ネガティブリスト方式の統一的市場参入制度を設立し
て，各種の企業がリスト以外の分野へ法に準じて平等に参入できるようにする。⑥民間中小銀行
の設立を許可し，IPO上場の登録制改革を促進し，金利の自由化を加速する（徐 2014）。
　ほとんどの政策は国有企業と関連するが，国家資本の具体的な進出分野と国有資産管理制度な
ど肝心な部分は明示されていない。
　とはいえ，国有企業改革の機運がさらに高まった。改革の実験は国資委企業の中で始まった。
2014年７月に国資委が６つの管轄企業を選んで改革の試行を始めた。いわゆる「四項目改革」で
ある。①国有資本投資会社への改組（国家開発投資公司，中糧集団有限会社；括弧内は試行企業，以下
同），②混合所有の導入（中国医薬集団総公司，中国建築材料集団有限会社），③上級管理者の選任，
業績評価と報酬管理についての権限の取締会への移譲（新興際華集団有限会社，中国節能環保集団公
司，中国医薬集団総公司，中国建築材料集団有限会社），④紀検組の駐在派遣（２社ないし３社の国資委
が人事権をもつ企業），である。なお，③の上級管理者の選任については，副総支配人（「副総経
理」），総会計師と取締役会秘書ポストの場合は決定権，総支配人ポストの場合は意思決定への参
加を意味する（国資委 2014）。
　この流れの中で，国有企業改革に対する期待が段々と膨らみ，政府がどのような指針を示すか
について関心が高まった。その後，2015年３月の李克強総理の政府活動報告では，国有企業改革
について次の方策が提起された。①正確に国有企業の機能を分類して，種類ごとに改革を進める
こと，②国有資本投資会社・運営会社の実験を加速して，市場化運営のためのプラットフォーム
を構築し，国有資本の運営効率を高めること，③混合所有制改革を順序良く実施すること，④電
力，石油・天然ガス事業の改革を加速すること，⑤企業の社会的政策負担と歴史遺留問題を多様
なルートで解決すること，⑥近代的企業制度を改善し，経営者に対するインセンティブ・メカニ
ズムとコントロール・メカニズムを改革すること，⑦国有資産の監督管理を強化し，国有資産流
失を防ぎ，国有企業の経営パフォーマンスを向上すること，である。
　この政府方針は2014年の李克強総理の政府活動報告を継承したものだと言える。ただし，③に
ついは，2014年の「加速」から「順序良く実施」に変わったので，混合所有制改革がより慎重に
なったと推測される。
　2015年５月，国家発展改革委員会が作成した「2015年経済体制改革深化の重点活動に関する意
見」を国務院が発布した。この通達の中で，2015年の重要施策として，国有企業改革の具体策を
規定するトップレベル・デザインに当たる「指導意見」の発布，およびそれをサポートする国有
資産管理，混合所有制などについての詳細な規定，いわゆる細則の作成をリストアップした。
　いよいよ国有企業改革が新たなステップを踏むことになった。

第５節　「指導意見」から読み取れるもの

　「「指導意見」＋細則」は，実は「1＋N」方式として2014年からすでに注目を集めた。「１」は
トップレベル・デザインを意味するが，その作成は2012年12月に国資委主任王勇によって提案さ
れ，「指導意見」の初稿は2013年前半にすでに完成した（李 2014）。国資委，発展改革委員会，財
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政部，工業情報化部，人力資源社会保障部が中心に「指導意見」の作成に参加した。
　2015年９月13日，「中共中央，国務院の国有企業改革の深化に関する指導意見」が新華社を通
じて公布された。なお，「指導意見」の中で書かれた日付は８月24日である。つまり決定から発
表まで３週間がかかった。合意形成がかなりの困難をともなったと推測される。
　「指導意見」公布前の６月に，共産党中央が「国有企業改革深化の中で党のリーダーシップの
堅持と党の建設の強化に関する若干意見」と「企業国有資産監督の強化と改善ならびに国有資産
流失の防止に関する意見」を決定した

7）
。

　国有資産流失防止の重要性は，2014年３月の全国人民代表大会における習近平総書記の発言か
らも読み取れる。習近平総書記は「国有企業は強化すべきである。……過去の国有企業改革の経
験と教訓を汲み取り，改革の掛声の中で暴利を獲得する機会として国有資産を利用してはならな
い。改革の鍵は公開性と透明性である」と指示した。
　習近平総書記はまた2015年７月に，吉林省長春市での国有企業調査中に，国有企業改革の推進
についての判断基準，いわゆる「３つの有利」も打ち出した。つまり，国有企業改革推進は，国
家資本の価値維持と拡大に有利，国有経済の競争力向上に有利，国家資本の機能増幅に有利でな
ければならない（人民網 2015）。
　今までの国有企業に関する施策と比べて，額面通りに受け取るならば，これらは特に新しい政
策でもないし，政策の変更を意味するものでもないが，国有企業改革についての慎重さが増した
ことがうかがえる。
　「指導意見」は８つの部からなる。各部ごとに国家資本再編にかかわる重要内容を次のように
まとめた。小文字は「指導意見」から抽出したものである。なお，「金融・文化などの国有企業
改革は，中央に別途規定があれば，それにしたがって実施する」というように，金融，放送，新
聞出版など特に敏感な分野は特別扱いになっている。

⑴　全体要求
　基本原則：「２つのいささかも動揺せず」。国有企業を独立した市場主体に育てる。国有資産流失を防止す
る。党の国有企業におけるリーダーシップを堅持する。改革の順序，リズムと度合を管理する。
　主要目標：2020年までに重要分野と重大事項において決定的成果を獲得し，大勢のイノベーション能力と
国際競争力を有する国有中核企業を育て，国有経済の活力，支配力，影響力とリスクマネジメント能力を顕
著に増強する。

　短い期間内に国有企業を「より強く，より優秀に，より大きく」する（第１部の「指導思想」項
目）ことを目指す割には，慎重に改革を進めることが重要視されている。
　前記のように，1992年の中国共産党第14回党大会では，江沢民総書記は2020年までに「社会主
義市場経済」をほぼ完成すると約束した。また， 2013年の中国共産党第18期第３次中央全体会議
決議も， 2020年までに改革の深化についての決定的成果を獲得することを約束した。このように，
今回の国有企業改革の期間を2020年までに設定したことは，この改革の中国の体制移行にとって
の重要さを示している。
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⑵　分類して国有企業改革を推進する
　国有企業を商業類と公益類に分類し，出資者が分類作業を行うという原則に基づいて，出資者職責を執行
する機構が，その出資企業の機能規定と分類の案を作成して，同レベル政府に報告して承認を受ける。各地
域は，その実情に合わせて，国有企業の機能種類を分類し，そして機動的に調整しても構わない。
　商業類の中で，充分に競争を行う分野の国有企業では，国家資本は絶対支配，相対支配だけでなく，株式
参加の資本構造をとっても構わない。
　商業類の中で，国家安全と国民経済命脈に関する重要分野，ならびに重大特定プロジェクトを担う国有企
業では，国家資本の資本支配地位を維持し，民間の資本参加を支持する。また，自然独占の業種では，政府
と企業の職責分離，政府と出資者の職責分離，特許経営，政府監督管理を主要内容とした改革を実施する。
業種の特徴に基づいてネットワーク型施設と施設を利用する事業の分離を実施し，競争的業務を開放する。
　公益類の国有企業は，国家単独出資の形態をとるが，条件がそろえば，出資者を多元化しても構わない。
サービス購入，特許経営，委託代理などを通じて民間企業の経営参加を奨励する。

　第１の商業類は競争的分野であるが，国家資本が資本支配しなくてもいいし，引き続き支配し
てもいいと読み取れる。その真意は細則などで見極める必要があるが，改革が慎重に進められる
ことはここでも確認できた。
　第２の商業類を本稿第２節で説明した2006年の国資委による戦略的分野分類と比べると，国家
安全と国民経済命脈に関する重要分野という文言は全く同じであるし，重大特定プロジェクトを
担う国有企業は李主任が言う基礎・支柱産業の中核企業の概念と交差すると考えられる。この第
２の商業類の国有企業に対する国家資本支配政策についても変化が見られない。
　公益類は具体的にどんな業種を指すのかはわからないが，一般に電力，ガス，水道，運輸，通
信，放送，郵便，医療などの公益事業を意味するであろう

8）
。現状においてもこの分類に対する国

家資本の支配が非常に強い（徐 2014）。
　「指導意見」からは，国家資本の戦略的分野に対する支配のスタンスが変わったようには見え
ない。ただし，特許経営，ネットワーク型施設と施設を利用する事業の分離，競争的業務の開放
など中国共産党第18期第３次中央全体会議で提案した改革内容がここでも提示されたように，企
業改革が産業改革と絡み合っていることがわかる。
　なお，出資者が分類作業を行うという規定に新味があった。出資者職責を行使できるのは，国
資委などの国有資産監督管理機構，地方政府，そして後述のように，今回「指導意見」が新たに
提案した国有資本投資・運営会社などである。とりわけ地方国有企業の分類基準が流動的になる
可能性が高い。とはいえ，国資委企業のような中央企業では，分類基準が簡単に緩められるとは
思わない。

⑶　近代的企業制度の改善
　親会社レベルの国有企業において，会社制度の導入を強化し，上場の条件を整える。定めた各国有企業の
機能に基づいて，国有株の比率を調整する。一部の国家資本を優先株に転換し，少数の特殊の分野では国家
特殊管理株制度を確立することを許可する。
　会社のコーポレートガバナンス構造を健全化する。国家単独出資会社の取締役会では外部取締役が過半数
を占める。
　企業の分類とレベル

9）
に基づいて選任制，委任制と招聘任用制などを採用して，企業幹部を選ぶ。
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　資本の面では，優先株と国家特殊管理株の導入が新しい。後者の方は黄金株などを意味するで
あろう。国有株の普通株から優先株への転換は国家資本の経営介入を薄め，国家特殊管理株の導
入は逆に重要な経営決定において政府の力を担保することになる。ここでも国有企業の分類基準
が重要になるであろう。

⑷　国有資産管理制度の改善
　企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換して，国有資産監督管理機構の職責を変える。国有
資産監督管理機構が国有資産出資者の権限と責任を科学的に限定し，そのリストを作成する。
　企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換して，国有資本授権経営制度を改革する。国有資本
投資・運営会社を改組・設立して，有効な運営モデルを模索し，投融資，産業育成，資本統合を通じて，産
業の集積と高度化を推進し，国家資本の分布を最適化する。株式運営，価値管理と秩序的な進退を通じて，
国家資本の合理的な流動化を促進し，その価値維持と拡大を実現する。
　国有資産監督管理機構が国有資本投資・運営会社およびその他の管轄企業に対して出資者の職責を行使し，
さらに国有資本投資・運営会社に対して授権範囲内の国家資本についての出資者職責を授権する。国有資本
投資・運営会社は国家資本の市場化運営のプラットフォームとして，法に従って自主的に国家資本の運営を
実施し，出資企業に対する株主職責を行使し，国有資産の価値維持と拡大の責任を負う。また，国有資本投
資・運営会社に対する政府の直接授権を試行する。
　企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換して，市場メカニズムに基づいて，国家資本の分布
を最適化する。国家資本を国家安全と国民経済命脈に関する重要分野，重点インフラ，将来性をもつ戦略的
分野，コアコンピタンスを有する優位企業に集約する。
　国有資本投資・運営会社を利用して，多くの国有企業を清算し，統合し，創造的に発展する。市場化の退
出メカニズムを形成して，効率性が低い・効率性がない資産の処分を加速する。適正な市場価格に基づいて
国有資産を処分して，それによって得られた国家資本をより必要な分野に投じる。国有企業のグローバル経
営を支持し，国有企業の間ならびに国有企業・民間企業の間の資本に基づく連携を奨励し，世界一流のグロ
ーバル企業の育成を加速する。
　企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換して，経営的国有資産に対する集中・統一した監督
管理を促進する。すべての国有企業をカバーした分級管理の国有資本経営予算管理制度を構築し，2020年に
国家資本収益の財政上納率を30％に引き上げ，一部の国家資本を社会保障基金に組み入れる。

　2003年公布の「企業国有資産監督管理暫定条例」と2008年公布の「企業国有資産法」ではすで
に国務院が国家を代表して国有資産の所有権を行使すると規定した。具体的には国民経済の命脈
と国家安全に関わる大型国家出資企業，ならびに重要なインフラと自然資源などの分野での国家
出資企業の場合は国務院，その他の国家出資企業の場合は地方政府が国家を代表して出資者職責
を履行する。さらに，国務院と地方政府はほかの部門や機構にその出資者職責を授権することも
できる。国資委は国務院から授権を受けたもっとも重要な組織の１つである。
　このように，授権制度は目新しいものではない。しかし，国務院と地方政府から出資者職責を
授権された国資委などの国有資産監督管理機構と国有企業の間に，さらに国有資本投資・運営会
社を設立して国有企業の出資者としての職責を授権すると，国有資産監督管理機構の役割が曖昧
になるばっかりでなく，国家資本のプリンシパル・エージェント（依頼人・代理人）関係の連鎖が
長くなる。このような観点から，政府から国有資本投資・運営会社に直接授権することが有効な
対策と考えられるが，今回の国有企業改革ではまだ試行の段階に止まる。
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　企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換することは注目に値する。国有資本投
資・運営会社制度は，シンガポール・テマセク方式と言われている。中国の国家資本運営プラッ
トフォームの役割は，国家資本の流動化であり，戦略的分野への集約である。これから国家資本
の処置と統合がさらに進むであろうが，国家資本に対する政府の期待もいっそう高まるであろう。
ここで注目したいのはナショナルチームの育成において，国家資本だけでなく，場合によって民
間資本も巻き込むことである。国家資本の野望すら垣間見ることができる。

⑸　混合所有制改革の推進
　混合所有化推進の目的は国有企業の経営メカニズムの転換，国家資本の役割拡大，国家資本の配分と運営
の効率化などにある。穏当に混合所有制を推進し，市場メカニズムを充分に発揮して，条件が熟した企業だ
けに導入し，国有資産流失を根絶する。
　国有企業の改革に民間資本を導入する。石油，天然ガス，電力，鉄道，電気通信，資源開発，公共事業な
どの分野では，民間資本のために，産業政策に合致し，産業のモデルチェンジとグレードアップに有利な投
資プロジェクトを用意する。「外商投資産業指導目録」およびその関連安全審査規定に基づいて，外資安全
審査活動を改善する。政府と社会資本の協力モデルを漸次に広める。
　国家資本の民間企業への資本参加を奨励する。国有資本投資・運営会社を充分に利用して，市場を通じて，
公共サービス，ハイテク，生態環境保全，戦略的分野を重点分野として，潜在力と成長力に優れた民間企業
に対して資本投資を行う。資本参加，共同出資，合併買収などを通じて，民間企業との資本融合，戦略的連
携と経営資源統合を奨励する。
　混合所有制企業において従業員持ち株制度を模索する。試行の先行を堅持する。

　混合所有制の実施はかなり慎重になる。また，従来のように国有企業の中に少数の民間資本を
取り入れる手法だけではなく，民間企業に国家資本が介入することも正式に提起された。実際に
どこまで実施可能なのかは見極める必要があるが，国有企業だけでなく，民間企業においても混
合所有制を進めることに留意すべきである。
　他方，一部の国家資本が独占してきた分野において，民間資本の参入が許可された。しかし，
これは民間資本が政府のプロジェクトに資本参加するのか，それとも民間資本主導の投資プロジ
ェクトになるのか，記述が曖昧のため，実施状況を注視する必要がある。
　国家資本と民間資本の攻防がいっそう激化するであろう。

⑹　国有資産流失防止の監督強化
　企業の内部監督を強化し，効率的・協同的な外部監督メカニズムを形成する。国有資産と国有企業の情報
公開制度を改善し，統一の情報公開ネットプラットフォームを設立する。
　「指導意見」のほかの部においても，国有資産流失についての文言が盛り込まれているように，
今般の国有企業改革では国有資産，したがって国家資本を守る意志がかなり固い。この部では監
査役会，会計監査，紀律検査監察，巡視などについて多くの記述があったが，やはり情報の公開
が効果的であろう。しかし，実際にどこまで，誰に対して企業情報を公表するのか，またすべて
の国有企業について情報を公開するのかは，現段階では不明である。
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⑺　党のリーダーシップの強化と改善
　党の活動の全体要求を国有企業の定款に書き込み，党組織のコーポレートガバナンス構造における法的地
位を明確にし，その政治的中核的役割を発揮するための方法を創出する。条件がそろえば，党組織幹部が取
締役会，監査役会，経営グループに赴任しても，また後者の党員メンバーが党組織幹部になってもよい。経
営グループメンバーと党組織幹部が適度に兼任する。取締役会長と総支配人は原則として分離すべきである。
党組織書記と取締役会長は一般に同一の人物が担当すべきである。
　党の活動の確立が混合所有制改革実施の必須条件である。
　国有企業幹部，とりわけ主要幹部に対する日常監督管理と総合考査評価を強化し，不適任の幹部をその都
度調整する

10）
。

　国有企業の党組織が主要な責任を，紀律検査機構が監督責任をそれぞれ果たす。

　共産党の国有企業経営参加は新しい提案ではない。天安門事件後，1989年８月，共産党中央が
通達を出して，党の政治的中核的役割を主張して，「企業党委員会は企業の重大問題についての
討論に参加し，意見と提案を提出しなければならない」と指示した。そして，1994年４月，共産
党中央が会社制企業について，「党委員会は企業の生産経営，技術開発，事務管理，人事管理な
どの分野の重大問題について意見および提案を提出し，企業の重大問題

3 3 3 3

の決定に参加する。党組
織の責任者は取締役，監査役，または総支配人，副総支配人を適宜に兼任することができる。条
件がそろえば，党委員会書記は取締役会長または総支配人を兼任することができる……」と通達
を出した。さらに，1997年の共産党中央の通達では，一歩進んで，「重大問題」とは「株主総会
ないし取締役会の審議・決定に付する問題を指す」と規定して，党委員会に企業の最も重要な経
営決定権を与えた

11）
（徐 2004）。

　現状では党組織の経営参加は広く起きている。国有企業の要職は共産党員に占められており，
経営者と党幹部の兼任も広く見られている。しかし，党組織に法的地位を与え，党組織のトップ
と会社の重要な役職の取締役会長との兼任を定め，そして日常的に人事管理に介入することを求
める「指導意見」の規定は，国有企業のコーポレートガバナンスにとって，意味深いものである。

⑻　良好な環境の創出
　法律法規および関連政策を改善する。国有企業の合併買収統合にともなう資産価値の評価増，土地変更登
記，それに国有資産無償譲渡などに関連する税収優遇政策を改善して確実に実施する。企業の社会機能を切
り離し，歴史残留問題を解決する。

　改革を進めるために，企業の負担軽減が図られる。社会機能の切り離し作業は1995年から実施
され，すでに大きな成果を収めた（徐 2014）。今回の改革によって残された難しい問題が解決で
きれば，ソフトな予算制約問題がさらに軽減するであろう。

　細則がまだ出されていないため，判断に苦しむが，あえて一言でコメントするならば，今まで
の国家資本政策と比べて，「指導意見」は基本的にその延長線上に位置している。産業分野別に
国家資本の資本支配度合いを決めること，出資者職責の授権，混合所有化，共産党の経営介入，
社会機能の切り離しなどの政策提起は，いずれも遅くても1990年代にさかのぼる。良く言えば，
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政策の一貫性が見ってとれる。
　今回の国有企業改革は2020年までの成果獲得を目指しているので，時間の余裕がない。その中
で「決定的成果」を見せるならば，本来，改革の勢いが欠かせない。
　しかし，国家資本が競争的分野・小型地方国有企業から大規模に撤退したため，「抓大放小」
と「戦略的改組」のように急進的な民営化を想起させるような政策を提起する余地がなくなった。
　現に，「指導意見」では党・政府の慎重な姿勢が目立つ。その内容を見ると，今までの国資委
の政策と重なる部分がかなり多く，国資委色が濃い

12）
。

　それでは，「決定的成果」はなにを目指しているのか。あえて１点に絞って言えば，企業に対
する管理から資本に対する管理へ軸足を転換することである。それは資本プラットフォームの成
功にかかっている。国家資本の流動化，国家資本と民間資本の「融合」，および混合所有制の導
入はみんな国有資本投資・運営会社と関連しているのである。国家資本を集中的・統一的に経営
し，民間資本の活力を国家資本の経営に取り入れることが今回の国有企業改革の真意であろう。
　その意味において，国家資本の再々編が今始めようとしている。しかし，戦略的分野・中央レ
ベルの国有企業の縮小・民営化は絵に描いた餅であり，われわれの「こうなってほしい」といっ
た過剰な期待にすぎない。
　他方，今回の国有企業改革は決して今までの改革を裏切り，逆行させるものでもない。国家資
本の集約と強化，混合所有制の導入と党の経営参加ではいくつか一歩踏み込んだ案が提示された
が，従来の方針から跳躍したものではない。戦略的分野における市場メカニズムの徹底と民間資
本に対する参入障壁の撤廃は時間を要するが，改革が1990年代の「戦略的改組」以前に後退する
心配は杞憂である。さらに，企業の分類権限が出資者に与えられた。地方政府が地方国有企業に
対して出資者職責をもっているので，財政状況がタイトになりつつある各地方では，地方国有企
業改革の進展が期待できる。
　この２重の意味において，今回の国有企業改革は，従来の改革のレールから大きく脱線するも
のにはなりえない。現時点ではこのようにみるべきであろう。

お わ り に

　本稿は国有企業改革の歴史を振り返り，国有企業改革の内容を整理した。1990年代後半から始
まった国家資本再編は，「公有制主導」に解釈を加え，「抓大放小」を促進し，国家資本の「戦略
的改組」を展開した。中央企業などの国有大企業と戦略的分野に国家資本を集約・強化する政策
が実施された。
　国家資本再編の結果，国有企業のリストラが急激に進み，企業数と従業員数が大きく減少した
が，株主資本が大幅に拡大し，債務負担が軽減し，労働装備率が上昇した。資本の投入は特に戦
略的分野に集中した。国有企業の業績も劇的に向上したが，利益拡大はほとんど戦略的分野の利
益拡大によって実現した。国有企業の収益性も改善した。とりわけ資本の収益力が大きく増強し
た。
　このように国家資本が危機的な状況から脱出したのと裏腹に，胡錦濤時代に入り，中国が画期
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的な国有企業改革政策を示さなくなった。リーマンショック後の国有企業の業績低下が改革の再
起動に期待を持たせた。
　とはいえ，国家資本再編前の1990年代半ばの国有企業の業績と比較して見ると，リーマンショ
ック後の国有企業の財務状況は比べられないほど優れている。また，国家資本はすでに大企業と
戦略的分野に集中しているが，これらは国家資本の砦であり，改革が容易ではない。戦略的分野
の民営化には国民世論の醸成とそれを促す経済環境が欠かせないが，これらの条件が満たされて
いない（徐 2014）。
　その中で，「指導意見」が発布された。党・政府が2020年に国有企業改革について「決定的成
果」の獲得を目指すが，企業に対する管理から資本に対する管理へ軸足を転換するための資本プ
ラットフォームの設立・運営が，最も注目に値する。国家資本の流動化，国家資本と民間資本の
「融合」，および混合所有制の導入が進むのにつれて，資本プラットフォームを通じて国家資本の
投資・運営が試行錯誤的に展開されるであろう。
　この改革によって，戦略的分野における国家資本と民間資本の攻防がいっそう激化する。「指
導意見」を見る限り，やはり戦略的分野・中央レベルの国有企業の縮小・民営化は安易に期待で
きない。
　このように，今回の国有企業改革は戦略的分野と国有大企業にメスを入れるであろうとの期待
があったが，われわれの期待に添わない形で国家資本の再々編が始まっている。これは実際に今
までの国家資本再編の続編である。

注
1）　「新常態」は「ニューノーマル」（new normal）の中国語訳であり，後者は債券ファンド PIMCO
の CEOモハメド・エルアリアンが2008年に米国発のグローバル金融危機後の経済状況をニューノー
マルだと説明して広がった。中国では，習近平総書記が2014年５月に河南省視察の時に初めてこの言
葉を使った。また，「新常態」は中国経済の主体的なモデルチェンジを意味するものとして，「ニュー
ノーマル」と根本的に異なる概念だと主張されている（李・張 2015）。
2）　本稿での役職はすべて当時のものである。
3）　本稿脱稿後，９月24日，細則の第１号「国務院の国有企業の混合所有制経済の発展に関する意見」
が発布された。本稿では，細則の分析は割愛する。
4）　日本経済新聞は「98年に就任した朱鎔基首相は国有企業の分割・民営化を進め，経済全体に占める
民間部門の比率を高めることに改革の主眼を置いた。」（阿部 2015），「98年に就任した朱鎔基・元首
相は様々な抵抗に遭いながらも国有企業の分割・民営化を推し進め，４千万人以上の大規模リストラ
を断行した。経済や社会には一時的な痛みをもたらしたが，それが民営企業の躍進という新たな活力
を生んだといわれる。習指導部が同じ覚悟で改革を断行できなければ，「新常態」は絵に描いた餅に
終わる。」（小高ほか 2015）と報じているが，事実にそぐわない部分がある。つまり，本稿でもみて
きたように，国有企業についての「朱鎔基改革」は，民間資本の導入を促進したと同時に，大規模な
リストラを断行して戦略的分野における国家資本の強化も同時に進めたことである。民営化は国家資
本再編の結果であり，それを「主眼」に置いた根拠はないし，「公有制主導」の再解釈でもみてきた
ように，国有経済が国民経済の命脈をコントロールし，経済発展を主導することに力点を置いたので
ある。
5）　地方政府にも国資委が設立されたが，本稿の国資委は中央政府の国資委を指す。
6）　石油精製の収益悪化が目を引くが，石油製品価格に対する規制が大きく影響した。
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7）　現時点（2015年９月20日）では，この２つの共産党文書は公表されていない。
8）　なお，第２節で既述のように，李主任の分類法では，送電・発電，電気通信，航空運輸と水運は国
家安全と国民経済命脈に関する重要分野に分類されている。
9）　ここでのレベル（原文「層級」）の意味するところは出資レベル（親会社，子会社，孫会社など）
か，行政レベルかは不明である。

10）　記述では主語は不明であるが，文脈からは党組織がこのような人事権を行使すると読むことができ
る。

11）　日本経済新聞は「習指導部が打ち出した指導意見は，こうした過去の国有企業改革とは一線を画す。
「引き続き党が指導的役割を発揮する」と明記し，国有企業に対する共産党や政府のコントロールを
弱めるのでなく，むしろ強めることに軸足を置く。」（阿部 2015）とみている。確かに共産党は国有
企業におけるその政治的中核的役割を弱めるつもりがなさそうである。しかし，「一線を画す」とな
ると，まるで方針の大転換が行われた記述であるが，今までの共産党の通達をみてわかるように，こ
れは事実にそぐわない。

12）　国資委が「指導意見」作成をリードしている（陳 2015）。その後の「指導意見」についての記者会
見などをみても，国資委が突出している。
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